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平成26年12月に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略」は、まち・ひと・しごと創生法（平成

26年法律第136号）に基づき、2015年度を初年度とする今後５か年の政策目標や施策の基本的方向、具体的

な施策をまとめたものである。その後、基本目標や重要業績評価指標（ＫＰＩ）達成に向けた進捗状況の検

証、政策パッケージ・個別施策の見直しを行い、平成28年12月に総合戦略は改訂された。

地域運営組織を担う人材の育成・確保

― 地域の課題解決に向けて ―

天池 恭子

（総務委員会調査室）
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１．はじめに

近年、地域の暮らしを守るため、地域住民を主体として形成された地域運営組織が地域

の課題解決に取り組む事例が広がりを見せている。その活動内容は、高齢者交流サービ

ス、声かけ・見守りサービス、体験交流事業、公的施設の維持管理、名産品・特産品の加

工・販売など多岐にわたっている。

政府は、生活サービスの提供やコミュニティビジネスの事業主体として、地域運営組織

の量的拡大・質的向上を図っている。平成28年12月に閣議決定された「まち・ひと・しご

と創生総合戦略（2016改訂版）」では、地域の課題解決に向けた取組を持続的に行うため

の組織（地域運営組織）を形成することが重要であるとされ、平成32年までに達成すべき

重要業績評価指標（ＫＰＩ）として、住民の活動組織（地域運営組織）の形成数3,000団

体を目指すこととされている
1
。地域運営組織は平成28年度に既に3,071団体となったが、

「まち・ひと・しごと創生基本方針2017」（平成29年６月閣議決定）では、引き続き、地

域運営組織の量的拡大・質的向上に向けて支援する方針が示されている。
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2
「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2016改訂版）」（平成28年12月22日閣議決定）81頁

3
総務省「地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究事業報告書」（平成29年３月）７頁

4
地域の課題解決のための地域運営組織に関する有識者会議「地域の課題解決を目指す地域運営組織－その量

的拡大と質的向上に向けて－最終報告」（平成28年12月）５頁。同有識者会議は「まち・ひと・しごと創生

総合戦略（2015改訂版）」（平成27年12月24日閣議決定）に基づき、地域の課題解決のための持続的な取組

体制の確立に向けて、その課題及び論点を整理し、結論を得るため開催された。
5
総務省「地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究事業報告書」（平成29年３月）４～５頁

本稿では、地域運営組織が必要とされる背景や現状等について概観するとともに、地域

運営組織の課題の一つである人材の育成・確保に焦点を当て、若干の考察を試みたい。

２．地域運営組織の定義

上述の「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2016改訂版）」においては、地域運営組織

について、「持続可能な地域をつくるため、『地域デザイン』（今後もその集落で暮らす

ために必要な、自ら動くための見取り図）に基づき、地域住民自らが主体となって、地域

住民や地元事業体の話し合いの下、それぞれの役割分担を明確にしながら、生活サービス

の提供や域外からの収入確保などの地域課題の解決に向けた事業等について、多機能型の

取組を持続的に行うための組織」と説明されている
2。

以下に紹介する総務省の「地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究事業

報告書」（平成29年３月）では、「地域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心と

なって形成され、地域内の様々な関係主体が参加する協議組織が定めた地域経営の指針に

基づき、地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する組織」と定義されている
3
。

さらに、政府の「地域の課題解決のための地域運営組織に関する有識者会議」が地域の

状況や先駆的な各地の取組を踏まえて整理した基本的な考えによると、「地域運営組織は

多様であるが、その基本的要素は、①行政上の組織ではなく、法的には私的組織に属する

こと、②経済活動を含む地域の共同事業を行うこと、③一定の区域を基礎とした組織であ

ることと整理することができる。」と説明されており、「地域におけるサービス供給の主

体には、公的セクター、共的セクター、市場セクターがある。地域運営組織はこのうち共

的セクターに位置づけられるが、公的セクターと連携し、また、市場セクターとしての

サービスの実施まで活動範囲を広げる存在である。」とされる
4
。

３．地域運営組織が必要とされる背景

従来、自治会・町内会といった地縁組織が地域の暮らしを支える役割を担ってきたが、

人口減少・高齢化、加入率の低下による構成員の減少、市町村合併の進展に伴う地域課題

の多様化・広域化等を背景に、こうした機能の低下も指摘されている。さらに、商店や公

共交通といった民間サービスの低下に加え、従来の行政サービスについても厳しい財政状

況や職員の削減、市町村合併による面積の拡大等から維持することが困難になってきてい

る。一方、人口減少・高齢化を背景に、介護需要、空き家、里山等の財産管理等の新たな

需要が発生するとともに、高齢者の見守りや雪かき、草刈りといった生活支援に関わる需

要が増大している
5
。
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6
全国町村会「町村における地域運営組織」（平成29年４月）９～11頁

7
地域の課題解決のための地域運営組織に関する有識者会議「地域の課題解決を目指す地域運営組織－その量

的拡大と質的向上に向けて－最終報告」（平成28年12月）25頁。総務省地域自治組織のあり方に関する研究

会「地域自治組織のあり方に関する研究会報告書」（平成29年７月）１～２頁。
8
総務省「地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究事業報告書」（平成29年３月）５頁

9
調査は、平成28年10月４日から11月11日までの期間に、特別区を含む全市町村（1,741団体）を対象として

行われ、1,718市町村（回収率99％）から回答があった。
10

総務省「地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究事業報告書」（平成29年３月）124～138頁
11

社会福祉協議会は、社会福祉法に基づく事業を実施することにより、地域福祉の増進を図ることを目的と

した組織であるため、地域運営組織の構成員として重要な役割が期待されるものの、本調査の地域運営組織

の組織数からは除外されている。

平成29年４月に全国町村会が公表した「町村における地域運営組織」では、町村を取り

巻く環境の変化として、①人口減少と高齢化の問題、②住民と行政との距離拡大の問題、

③民間等による生活サービス機能の低下の問題が挙げられている。このうち、②住民と行

政との距離拡大の問題については、過疎地域における集落の役場（本庁）までの距離に関

し、平成11年時点では10キロメートル未満の集落が８割を超えていたが、平成の合併を経

た平成18年以降は10キロメートル以上の集落が半数近くに上っていることが指摘されてい

る
6。

都市部においても、人口減少・高齢化と生活サービスの減少は見られるようになってき

ている。特に、高度経済成長期に整備された一部の大規模な住宅開発地域や団地等におい

ては、特定の世代が同時に大量に入居したため、高齢化や人口減少が急速に進行してい

る。そのため、人的資源等が限られる一方、生活支援の需要が増加しており、空き地・空

き家等の財産管理等の需要も増加しているとされている
7
。

このように、地域においては、サービス提供機能の低下と生活サービス需要の増加とい

う二重の課題に直面しており、こうして生じた隙間を埋め、地域で暮らし続けたいという

希望を実現するために欠かせないサービスを提供する主体として、地域運営組織が必要と

されている
8
。

４．地域運営組織の現状と課題

平成29年３月に総務省が公表した「地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査

研究事業報告書」によると
9
、地域運営組織の現状の概要は、以下のとおりである

10
。

（１）設立状況

地域運営組織が「ある」と回答した市町村は、有効回答1,718市町村中の609市町村(35

％)となっており、地域運営組織の数は、全体で3,071団体となっている11。さらに、地域

運営組織が「ない」と回答した1,093市町村のうち、その必要性に関する設問への回答の

あった1,078市町村中、957市町村（89％）が現在ない地域に地域運営組織を立ち上げてい

く必要性を感じている。
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12
平成28年９月６日から28日までの期間に、同年９月時点の全町村（928団体）を対象として行われ、821町

村（88.5％）から回答があった。
13
全国町村会「町村における地域運営組織」（平成29年４月）14頁

また、全国町村会が行ったアンケート調査では12、合併した町村と合併していない町村

のそれぞれにおける地域運営組織の設置状況は、非合併町村では18.99％であるのに対

し、合併町村では31.97％となっている
13
。

（２）活動状況

活動範囲については、「連合自治会・町内会」（24％）が最も多く、次いで「昭和の合

併前市町村」（19％）となっている（図表１参照）。

組織形態は、「任意団

体（自治会・町内会（そ

の連合組織）を除く）」

（6 4％）が最も多く、

「自治会・町内会の連合

組織（法人格を持たない

もの。）」（1 6％）、

「自治会・町内会（法人

格を持たないもの。連合

組織を除く。）」（６

％）を加えると86％が法

人格を持たない任意団体

となっている。法人格を

有している組織形態の中

では、「ＮＰＯ法人」

（７％）が最も多い。

活動内容は、「高齢者交流サービス」（50％）が最も多く、次いで「声かけ、見守り

サービス」（41％）、「体験交流事業」（35％）、「公的施設の維持管理（指定管理な

ど）」（25％）となっている（図表２参照）。

主な収入源については、「市町村からの補助金等」が最も多く、次いで「構成員からの

会費」、「公的施設の指定管理料」及び「利用者からの利用料（生活支援サービスの対

価）」となっている。このほか、収益事業の収益や寄附金等も挙げられている。

（３）課題

地域運営組織が継続的に活動していく上での課題としては、「活動の担い手となる人材

の不足」（84％）が最も多く、次いで「リーダーとなる人材の不足」（57％）、「活動資

金の不足」（52％）、「事務局運営を担う人材の不足」（50％）となっている。人材面や

資金面での課題を抱えている団体が多いことが分かる（図表３参照）。

図表１ 団体の活動範囲

（出所）総務省「地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究

事業報告書」（平成29年３月）126頁
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図表３ 継続的に活動していく上での課題

（出所）総務省「地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究事業報告書」（平成29年３月）136頁

図表２ 実施している活動内容

（出所）総務省「地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究事業報告書」（平成29年３月）131頁
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14
地域の課題解決のための地域運営組織に関する有識者会議「地域の課題解決を目指す地域運営組織－その

量的拡大と質的向上に向けて－最終報告」（平成28年12月）９～26頁

また、平成28年12月に政府の「地域の課題解決のための地域運営組織に関する有識者会

議」が取りまとめた「地域の課題解決を目指す地域運営組織－その量的拡大と質的向上に

向けて－最終報告」では、課題として、「法人化の推進」、「人材の育成・確保」、「資

金の確保」、「事業実施のノウハウ等」、「行政の役割、中間支援組織や多様な組織との

連携」、「都市部における取組」が挙げられている
14
。

（４）支援措置

行政からの支援を期待するものについては、「活動資金の不足」（55％）が最も多く、

次いで「活動の担い手となる人材の不足」(24％)、「事務局運営を担う人材の不足」（22

％）、「会計や税務、労務などのノウハウの不足」(22％)となっている（図表４参照）。

専門家からの支援を期待するものについては、「会計や税務、労務などのノウハウ不

足」（26％）が最も多く、次いで「事業を実施するうえでのプロセスや手法（事業計画／

マーケティングほか）がわからない」（25％）となっている（図表５参照）。

図表４ 課題解決にあたり、行政からの支援を期待するもの

（出所）総務省「地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究事業報告書」（平成29年３月）137頁
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一方、関係各省から地域運営組織の取組に対する支援が行われており（図表６参照）、

このうち、総務省所管の主な財政的な支援の概要は以下のとおりである。

地方財政措置としては、平成28年度及び平成29年度地方財政計画（通常収支分）の歳出

に「高齢者の生活支援等の地域の暮らしを支える仕組みづくりの推進」に取り組むために

必要な経費として500億円が計上された。これによって、地域の生活やくらしを守るため

の組織である地域運営組織が持続可能な活動を継続できるよう、地域運営組織の運営に係

る所要の経費や地域における住民同士の支え合いによる高齢者支援の取組（高齢者交流、

声かけ・見守り、買物支援、弁当配達・配給食、雪下ろし等）に係る所要の経費が措置さ

れた。

過疎地域自立促進のための地方債（以下「過疎対策事業債」という。）は、過疎地域自

立促進特別措置法（平成12年法律第15号）により過疎地域に指定された市町村が、過疎地

域自立促進市町村計画に基づいて行う事業の財源として特別に発行が認められた地方債で

ある。充当率は100％であり、その元利償還金の70％は普通交付税の基準財政需要額に算

入されることとなっている。平成22年の過疎地域自立促進特別措置法改正（平成22年法律

図表５ 課題解決にあたり、専門家からの支援を期待するもの

（出所）総務省「地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究事業報告書」（平成29年３月）138頁
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15
ソフト事業とは、地域医療の確保、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、集落の維持及び活性化

その他の住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため特別に地方債を

財源として行うことが必要と認められる事業である。

第３号）により、ソフト事業も対象とされた15。過疎対策事業債の平成29年度地方債計画

額は4,500億円（ハード事業分を含む。）である。

過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業とは、集落の維持・活性化を図るため、基

幹集落を中心に周辺の複数集落をひとつのまとまりとする「集落ネットワーク圏」におい

て、住民の「くらし」を支える生活サポートシステムの構築や「なりわい」を継承・創出

する活動の育成を支援するものであり、まち・ひと・しごと創生総合戦略における「小さ

な拠点」の形成関連事業である。同事業は平成27年度から開始されており、平成29年度予

算額は４億円である。

図表６ 地域運営組織に対する支援措置

（出所）地域の課題解決のための地域運営組織に関する有識者会議「地域の課題解決を目指す地域運営組織

－その量的拡大と質的向上に向けて－最終報告」（平成28年12月）等より作成
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16
中間支援組織とは、市民、ＮＰＯ、企業、行政等の間にたって様々な活動を支援する組織であり、市民等

の主体で設立された、ＮＰＯ等へのコンサルテーションや情報提供などの支援や資源の仲介、政策提言等を

行う組織を言う。中間支援組織自らがＮＰＯ等である場合もある。（内閣府「新しい公共支援事業の実施に

関するガイドライン」（平成23年12月））
17

地域の課題解決のための地域運営組織に関する有識者会議「地域の課題解決を目指す地域運営組織－その

量的拡大と質的向上に向けて－最終報告」（平成28年12月）17～19頁
18

地域の課題解決のための地域運営組織に関する有識者会議「地域の課題解決を目指す地域運営組織－その

量的拡大と質的向上に向けて－最終報告」（平成28年12月）18頁、33頁

５．人材の育成・確保に向けた展望

平成28年12月に「地域の課題解決のための地域運営組織に関する有識者会議」が取りま

とめた「地域の課題解決を目指す地域運営組織－その量的拡大と質的向上に向けて－最終

報告」で挙げられた課題のうち、「人材の育成・確保」の解決方策の概要は、以下のとお

りである。

地域運営組織の立ち上げに当たっては、住民の当事者意識を醸成することにより、自主

的に地域運営組織のリーダーや担い手などの役割を分担するとともに、必要な知識の習得

等を進めることが必要である。そのためには、ワークショップや外部の専門人材の活用等

が求められる。立ち上げ後、持続的に地域運営組織の取組を進めるため、長期的には、地

域内における人材育成や世代交代の循環の仕組みをつくることが重要である。また、地域

住民によるビジョンを具体化していくためには、地域運営組織の事務局が的確に機能して

いることが重要であり、事務局の体制構築が求められる。地域運営組織の取組の推進のた

めには、地域の状況に応じた支援が必要であり、地域によっては、都道府県による主導的

な施策や都道府県・市町村・中間支援組織が連携した人材育成や情報共有等のためのプ

ラットフォームづくりが有効である
16
。特に地域へのＵＩターン者の呼び込み、地域資源

を活用した都市との交流等には、地域外の視点が求められるところであり、地域おこし協

力隊等の活用を図るべきである17。

こうした指摘を踏まえ、地域運営組織の課題の一つである人材の育成・確保に関し、若

干の考察を試みたい。

（１）地域運営組織における取組の推進

山形県川西町吉島地区のＮＰＯ法人きらりよしじまネットワークでは、自治公民館から

地域の若者を地域づくりに関わらせ、地域指導者に育てていくという地域ぐるみの人材育

成の仕組みが構築されている
18。具体的には、まず、地区の公民館長から推薦された若者

は、１～２年間、教育部会事業専門部に所属し、事業の手伝いをしながら、どういった地

域課題があるのかを学び、気付きを得たメンバーが事務局研修生となり、２年程度、より

本格的に事務局活動を手伝う。その後、正規の事務局員となり、コーチングやファシリ

テーションを学ぶ。事務局員として経験を積むと部会のマネージャーやサブマネージャー

となっていき、この段階でマネジメントやマーケティングについて外部のプロからの学び

も得て、知識、ノウハウを取得する。その後、マネージャーを卒業すると、組織の理事や
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19
総務省「地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究事業報告書」（平成29年３月）55頁

20
総務省「暮らしを支える地域運営組織に関する調査研究事業報告書」（平成28年３月）32頁

21
地域の課題解決のための地域運営組織に関する有識者会議「地域の課題解決を目指す地域運営組織－その

量的拡大と質的向上に向けて－最終報告」（平成28年12月）５頁
22

片山善博「『地域が決める』意識後退（論点：シリーズ憲法70年 地方自治から考える）」『毎日新聞』

（平29.8.23）
23
総務省「地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究事業報告書」（平成29年３月）16頁

24
「人がつながる田園都市安芸高田－第２次安芸高田市総合計画－」102頁

指導助言者あるいは地区の公民館長になっていく場合もあるとされる19。

また、新潟県上越市のＮＰＯ法人かみえちご山里ファン倶楽部では、総合的能力を持っ

た専従スタッフが必要との観点から、若者の人材育成に力を入れており、平成27年４月に

里創義塾を開校した。ＮＰＯ実務、生存技能実習、講義の３本柱のカリキュラムが組ま

れ、受講生は、１年間かけて同倶楽部が運営する各施設で働きながら、会計やデータ整理

を学び、事業を計画して実施し、報告することなどを体験する。さらに、稲畑作や林業の

基礎の習得、農林産物の２次加工の体験、チェーンソーの免許の取得、集落の共同作業へ

の参加等、様々な知識やノウハウを学び、地域に貢献することが期待されている
20。

地域に密着した活動を行いながら様々な技能や地域課題を解決する力を若者に身に付け

させ、人材を自分たちで育成して持続的に確保していく、こうした長期的な人材育成のた

めの仕組みづくりが広がりを見せることが望まれる。

（２）住民の当事者意識の醸成

地域運営組織の設立を進めるためには、①地域住民の当事者意識の醸成、②地方公共団

体等のサポート、③組織の設立を促す要素（財源・制度・人材）等の条件整備を行政が積

極的に進めることが必要であるとされている
21
。

住民は、行政サービスを受けるだけでなく担い手としての役割を期待されているが、始

めから地域社会に対する責任感や当事者意識を持った住民はそんなに多くはないのではな

いだろうか。商店の撤退などの困りごとを契機に自然に当事者意識が形成されるケースも

あるかもしれないが、まずは、市町村が地域の実態調査や住民へのアンケート調査、ワー

クショップの開催等を行い、住民が当事者意識を持つきっかけづくりを行うことが求めら

れる。

さらに、長期的な観点からは、情報公開や議会における熟議といった環境整備も重要で

あろう
22
。例えば、広島県安芸高田市では、住民の組織活動を推進するためには行政の積

極的な情報公開と共有が重要であるとの考え方の下、地域の課題や将来展望、行政の施策

等について話合いを継続する中で、互いに担うべき役割を明らかにすることを目的に、

テーマ別の懇談会を開催している
23。同市は、このほかにも自治懇談会や団体懇談会も開

催しているが、平成27年３月に策定された第２次安芸高田市総合計画では、いずれの懇談

会も出席者等が固定化されつつあることが課題として示されている
24。こうした中、平成

27年10月に策定された「安芸高田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、主な取組と

して、①懇談会で市の重要施策テーマを取り扱い、市民の関心を高めること、②周知にあ
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25
「安芸高田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成27年10月）64頁

26
総務省過疎問題懇談会「過疎地域等における集落対策のあり方についての提言～多彩な豊かさに満ちた集

落の暮らしを創り支えるために～」（平成29年３月）６頁。過疎問題懇談会は、過疎地域の課題の解決に向

け、時代に対応した実効性ある過疎対策のあり方等について、学識経験者等の意見交換を行う場として開催

される。

たり「お太助フォン」（ＩＰ告知端末）を活用し参加体制を整えること、③参加者にふる

さと特産品を配付することを掲げ、懇談会の参加者数を平成25年度の133人から平成31年

度には600人とする重要業績評価指標（ＫＰＩ）を設定している
25
。

こうした行政の側からの粘り強い働きかけを続けることで、住民の当事者意識の醸成が

図られることが望まれる。

（３）集落支援員の活用

集落支援員とは、地域の実情に詳しく、集落対策の推進に関してノウハウ・知見を有し

た人材が、地方公共団体からの委嘱を受け、市町村職員と連携し、集落への「目配り」と

して集落の巡回、状況把握等を実施するものであり、総務省は財政措置（支援員一人当た

り350万円上限）、情報提供等を実施している。この制度は、過疎地域に所在する集落や

高齢者比率が一定以上の集落などには限定されないが、都市地域等の人口集中地区につい

ては財政措置の対象外である。

平成29年３月に総務省過疎問題懇談会が取りまとめた「過疎地域等における集落対策の

あり方についての提言～多彩な豊かさに満ちた集落の暮らしを創り支えるために～」で

は、集落支援員について、地域運営組織の事務局機能を担う中核的な人材となるなど、集

落の暮らしを支える事業・サービスの担い手となることも期待されている。また、集落支

援員は、市町村と協働して、住民の当事者意識を顕在化させるとともに、住民同士や住民

と行政の間で話し合う場を設定、促進することも必要とされている
26
。

この提言を踏まえ、平成29年６月に「過疎地域等における集落対策の推進要綱」が改正

され、集落支援員について、集落点検の実施や集落のあり方に関する話し合いを通じ必要

と認められる地域の実情に応じた集落の維持・活性化対策の実施や地域運営組織の事務局

機能を担う中核的な人材とするなど、集落の暮らしを支える事業やサービスの担い手とす

ることや、移住者を地域に受け入れる仲介役とすることができるものと明記された。さら

に、総務省が財政措置を行うに当たっての条件が示されるとともに、市町村、都道府県、

総務省の役割が明確化された。

こうした見直しにより、集落支援員が活動しやすい環境の整備が図られ、集落支援員の

取組の更なる深化と地域運営組織の発展につながることが期待される。

（４）地域おこし協力隊の活用

地域おこし協力隊とは、都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を移動し、生

活の拠点を移した者を地方公共団体が「地域おこし協力隊員」として委嘱するものであ

る。一定期間（おおむね１年以上３年以下）、地域に居住して地域ブランドや地場産品の
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27
総務省「地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究事業報告書」（平成29年３月）16頁。宇

佐市ウェブサイト<http://www.city.usa.oita.jp/soshiki/23/28278.html>（平29.9.14最終アクセス）
28

能美市ウェブサイト<http://www.city.nomi.ishikawa.jp/chiiki/NomiVitalization/chiikiokosikyoryokutai.

html>（平29.9.14最終アクセス）
29

総務省「地域おこし協力隊の受入れに関する手引き（第２版）」（平成29年５月）３頁、19～20頁、22～

23頁、26頁、31頁

開発・販売・ＰＲ等の地域おこしの支援や、農林水産業への従事、住民の生活支援などの

「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組である。総務省は、

地方公共団体に対して隊員の活動に要する経費等を特別交付税により支援（隊員一人当た

り400万円上限）しているほか、平成28年度からは都道府県が実施する地域おこし協力隊

等を対象とする研修等に要する経費について普通交付税による支援を開始している。

大分県宇佐市では、地域おこし協力隊員を地域コミュニティ組織の地域づくり活動支援

に充てており、臨床美術（脳の活性化のための美術）、熱中症予防等の講話や体操等の講

師として、臨床美術士や介護福祉士の資格を持った隊員が活躍しているほか、隊員がデザ

インしたキャラクターやまちづくり協議会ロゴマークもある
27
。また、石川県能美市は、

地域運営組織「ＮＰＯ法人えんがわ」のスタッフとして、平成29年度地域おこし協力隊の

募集を行った。その業務内容は、ＮＰＯ法人「えんがわ」が取り次ぐ地域産品を県外で販

売する事業の企画・立案・実行や、空き店舗を利用して生鮮食品や日用品を販売する「ふ

れあい市」、高齢者が集まり交流する「居酒屋えんがわ」、相続や生活の困りごとを専門

家に相談できる「困りごと相談」の運営等である
28。

地域おこし協力隊には、地域活動の担い手として以外にも、地域外の視点により地域に

新たな気づきをもたらす効果や、田園回帰の流れも指摘される中で地域住民と移住者との

橋渡し役としても期待されている。

地域おこし協力隊制度は、創設から８年が経過し、隊員の約６割は任期終了後も同じ地

域に定住し、同一市町村内に定住した隊員の約２割は自ら起業している。

一方、新たに隊員を受け入れる地方公共団体が急激に増え、隊員の受入れ・サポート体

制の構築が課題となっている。例えば、受入地域において、地域おこし協力隊の趣旨・目

的に理解がないと単なる人員補塡になってしまいかねないため、事前に地域づくりに関す

る勉強会を開くなど、受入地域の中で共通認識を持つ必要がある。また、受入地域の主体

性や当事者意識が十分にない場合、隊員への依存が生まれ、むしろ集落自体の力が落ちて

しまう可能性も指摘されている。さらに、隊員の任期終了後の地域活動の推進方策と隊員

自身の意向（定住や起業等）の実現方策の検討も必要とされる
29
。

隊員が円滑に活動できるようきめ細やかなサポート体制を構築し、有意義な地域活動が

行われることが隊員自身にとっても地域にとっても望ましいことであり、結果として、隊

員の定住や起業等につながり、ひいては地域の魅力が更に高まることが期待される。

（５）地方公共団体による支援措置

高知県では、平成15年度から「地域支援企画員制度」が導入されており、地域支援企画
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30
総務省「地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究事業報告書」（平成29年３月）16頁。高

知県ウェブサイト<http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/120801/chiikisiennkikakuin.html>（平29.9.14

最終アクセス）
31

総務省「地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究事業報告書」（平成29年３月）16頁。豊

岡市ウェブサイト「新しい地域コミュニティが本格的スタート～「自分たちの地域は自分たちで守る」住民

自治のまちづくり～」<http://www.city.toyooka.lg.jp/www/contents/1491195313271/files/5.pdf>（平29.

9.14最終アクセス）。豊岡市「新しい地域コミュニティのあり方方針」（平成27年２月）36頁。また、豊岡

市では、地域コミュニティ組織への財政支援（コミュニティづくり交付金等）も行われている。（豊岡市

「平成29年度の取組み～地方創生・未来への挑戦～」<http://www.city.toyooka.lg.jp/www/contents/14931

71783917/files/29zigyou.pdf>（平29.9.14最終アクセス））
32

川西町ウェブサイト<http://www.town.kawanishi.yamagata.jp/machidukuri/meister.html>（平29.9.14最

終アクセス）。川西町では、自主自立の地域づくりを推進するため、財政支援（協働のまちづくり地域支援

事業交付金等）や体制支援（地域づくり連絡協議会等）も行われている。
33
「川西町まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成27年12月）38頁

34
地域の課題解決のための地域運営組織に関する有識者会議「地域の課題解決を目指す地域運営組織－その

量的拡大と質的向上に向けて－最終報告」（平成28年12月）23頁

員が各地域に駐在して市町村と連携しながら住民と一緒になって取組を進めることで地域

の自立を支援している。特産品加工施設の建設、自然体験プログラムの企画・運営、地元

ガイドの養成等、様々な活動が行われており、地域支援企画員はこうした活動へのアドバ

イスや実施支援、地域内外の人や組織・関係機関との連携の促進、情報発信などを行って

いる
30
。

また、兵庫県豊岡市では、平成29年度から地域マネージャー制度を導入している。当面

は市の嘱託職員として雇用して各地区に配置し、事務局的立場で地域コミュニティ組織の

運営や地域づくりの活動を行うが、将来的には地域での雇用を目指している
31。

山形県川西町では、まちづくり課職員による地域担当制が導入されているほか、地区経

営母体の担い手となる人材育成のための「まちづくりマイスター養成講座」も行われてい

る
32
。講座の内容は、スキルアップ（ファシリテーション・コーディネート能力、コミュ

ニケーション能力、評価診断能力等）、実践活動（受講者が自ら企画したプログラムをス

ケジュールに沿って実践）、交流促進（受講者同士やマイスター認定者との交流を図り、

ネットワークづくりの機会を設定）となっており、この講座を修了すると「まちづくりマ

イスター」に認定される。平成27年12月に策定された「川西町まち・ひと・しごと創生総

合戦略」では、まちづくりマイスター認定者数を平成26年度の46人から平成31年度には80

人とする重要業績評価指標（ＫＰＩ）を設定している
33
。

地域運営組織の取組は、地域住民の生活の質の向上、生きがいづくり、地域の魅力の向

上など経済効果にとどまらない多様な効果を有していること、地域運営組織への支援が財

政の効率化につながり得るものであることなどを踏まえ、中長期的な地域づくりの視点か

らの支援を行うことが必要とされる
34。

その際には、国の支援措置の適切な活用を図りつつ、都道府県は広域的な観点から、市

町村は住民に身近な行政として、それぞれが役割を分担し、人材育成・確保の取組を推進

していくことが求められる。



立法と調査　2017.10　No.393
41

35
総務省「地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究事業報告書」（平成29年３月）10頁

36
小田切徳美「『地域運営組織』は地方創生の『本丸』」『月刊ガバナンス』No.213（2017.1）14～15頁等

６．おわりに

地域運営組織が必要とされる背景として、平成の合併との関係が指摘されている。総務

省の「地域運営組織の形成及び持続的な運営に関する調査研究事業報告書」においても、

「地域運営組織は、平成16年頃から設立数が増加している。この時期は、市町村合併が多

数なされた時期と重なっており、市町村合併を契機に地域運営組織の重要性が高まったも

のと考えられる」といった言及がされている
35
。また、平成の合併時には合併というイン

パクトが地域運営組織の設立に強く働いたとして、地域運営組織を立ち上げるには合併に

匹敵するほどのエネルギーが必要であるとの指摘もある
36
。

市町村合併を契機に地域の課題が顕在化したり、状況が厳しくなったりしたという側面

はあるだろう。しかしながら、合併しなかった町村や都市部においても地域運営組織は必

要とされていることから、平成の合併はあくまでも地域運営組織設立の契機であり、合併

前の状態に戻したとしても地域の課題の解決には至らないだろう。

今、求められているのは、どのように地域資源をいかして地域を持続可能にしていくの

か、他人事ではなく自分事として、住民自身が地域の課題について真剣に考えていくこと

である。地域運営組織の量的拡大・質的向上のプロセスは、住民自治の深化の道筋そのも

のなのではないだろうか。

（あまいけ きょうこ）


